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更新履歴

更新⽇ 該当⾴ 更新分類 更新内容（下線箇所）

R06.06.07 委託業務研究実施要領

P.6
Ⅱ-1.(8)

誤りによる訂正 （８）インボイス制度（適格請求書等保存⽅式）の対応について
インボイス の対応は、発⾏事業者として登録されている研究実施体制が単独の研究機
関 が該当しは、原則として「委託試験研究実績報告書（経理様式２）」及び「委託
業務完了届（経理様式１６）」をインボイスとします。 提出⽅法等の詳細については
 別途連絡します。
　なお、コンソーシアムは⺠法上(667条)の組合契約にあたり、法⼈格はなく任意団体
となるため、原則としてインボイス発⾏事業者ではありません。

※新旧対
照表は変
更無し

P.31
Ⅱ-3.(3)⑤

⑤　研究グループ内での調達の利益排除
　構成員間⼜は構成員から協⼒機関への発注は、競争原理を導⼊した調達（⼊札・
⾒積もり合わせ）を⾏うことを原則とします。競争原理を導⼊した調達を⾏った場合は、
利益排除が不要です。競争原理を導⼊した調達を⾏わない場合は、利益排除が必要
です。また、１契約が１００万円未満のものについては利益排除が不要です。やむを
得ない事由により、随意契約で購⼊する場合は、合理的な選定理由の説明が必要で
す。

○委託業務研究実施要領の訂正


